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○都築総務課長  それでは、定刻となりましたので、ただいまより電力・ガス取引監視

等委員会第37回制度設計専門会合を開催したいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、本日もご多用のところ出席を賜りまして、まことにあ

りがとうございます。 

 本日でございますが、２部構成とさせていただきたいと思います。第１部としてガスに

関する議題について検討を行い、第２部として電気に関する議題について検討を行うこと

といたします。 

 途中、オブザーバーの皆様には交代をお願いすることになるかと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが、議事に入りたいと思います。以降の議事進行は稲垣座長にお願

いしたく存じます。よろしくお願いいたします。 

○稲垣座長  皆さん、こんにちは。お忙しいところありがとうございます。 

本日は議事次第に記載した議題３つでございます。本日は15時30分ごろの終了を見込ん

でおります。議論の時間を確保するために、事務局、オブザーバーからの説明は、恐縮で

すが、できるだけコンパクトにお願いいたします。 

なお、本日の議題の模様は、インターネットで同時中継も行っております。 

それでは、早速最初の議題、ＬＮＧ市場の実態と需給調整に移りたいと思います。この

議題は、前回２月25日の当専門会合におきまして、中途解約補償料を伴う長期卸契約を議

論した際に、卸元事業者の実態を考慮しながら論点の検討を進めていくことを受けたもの

でございます。今回は、株式会社ＪＥＲＡの奥田オブザーバーからご説明をお願いしてお

ります。奥田オブザーバー、どうぞよろしくお願いいたします。 

○奥田オブザーバー  ありがとうございます。改めましてＪＥＲＡの奥田でございます。

本日は貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。 

資料に従いまして、ＬＮＧ市場及びＪＥＲＡでやっております需給調整の実態につきま

して、これからご説明申し上げたいと思います。 

          電力・ガス取引監視等委員会 第３７回　制度設計専門会合
議事録

 
１．日 時：令和元年４月２５日（金）１０：００～１２：１５

２．場 所：経済産業省経済産業省本館１７階第１～第３共用会議室

３．出席者：
稲垣座長、林委員、圓尾委員、安藤委員、岩船委員、大橋委員、草薙委員、新川委
員、辰
巳委員、松村委員

（オブザーバーについては、委員等名簿を御確認ください）
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 まず１ページ目をごらんください。まず、ＬＮＧ市場の構造でございますが、ご存じの

とおり、近年短期やスポット取引の割合がふえてきておりまして、世界レベルでみますと、

大体全体の取引量の３割ぐらいが短期やスポットになっているというのが現状でございま

す。 

 その中でＪＥＲＡはどういうポジションでやっているかということでございますが、

2018年度の実績をみますと、大体短期スポットがＪＥＲＡの取引量の全体の２割を占めて

おります。ＪＥＲＡ全体で年間3,500万トン程度のＬＮＧを買っておりますが、そのうち

700万トン、約２割が短期スポットであるという実態でございます。 

 このようにだんだん短期がふえているということでございますが、一方で新規のＬＮＧ

市場プロジェクトの開発に数兆円の資金が必要だという事実は変わっておりませんで、そ

のファイナンスのために新しくプロジェクトを開発する人というのは、やはり長期契約と

セットで新規物は売り出すという慣習は実は変わっていない。したがって、新規プロジェ

クトについては長期契約で販売されるという実態があるということです。 

 ここが変わらない限り、ＬＮＧ市場、短期スポットが占める割合がこれ以上急に拡大し

ていくというのはちょっと難しいのではないのか、大体７：３ぐらいの割合で今後もいく

のではないだろうかというのがＪＥＲＡとしての見方でございます。 

 続きまして、２ページ目をごらんください。では、契約の状況はどうなっているのかと

いうことでございます。足元大きく３つ動きがありまして、１つは北米のシェール由来の

ＬＮＧがいよいよ出てまいりましたので、そういった意味での供給源の多様化、それから

近年の仕向地条項撤廃等に向けた官民一体となった取り組みが功を奏してきたということ。

それから、足元ＬＮＧの需給が一時的ではありますが、非常に緩んでいるということがご

ざいます。 

 それら３つの要因が相まみえまして、仕向地の制約みたいなものは現在、契約を結ぶと

きには大幅に緩和をしている。事実上撤廃が可能な状態になっているということでござい

ます。したがって、契約の条件はかなり柔軟化しているとお考えいただいていいのではな

いかと思います。加えまして、既存プロジェクトの延長を中心にしまして、契約の短期化

というのも実現をしているというのが現状でございます。 

 下のパイチャートのほうは、供給ソースの多様化の状況を示したものでございますが、

2010年が左側、2020年が右側でございます。注目すべきはやはり北アメリカからのシェア

でございまして、2010年時点はわずか0.3％しかなかったものが、2020年は15.6％に拡大
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をしていると。こういうことによりまして、アジアパシフィックのＬＮＧソース及びミド

ルイーストのエネルギーソースとノースアメリカが競合する状態になってございます。こ

れが契約の柔軟化を推し進めている一因にもなっていると理解をしているところでござい

ます。 

 次のページをお願いしたいのですが、実際にＪＥＲＡでどんな契約を結ばれているかと

いうことでございますが、残念ながら売り主との厳格な守秘義務がありますので詳しいこ

とは述べられないのですが、昨年、一昨年とマレーシア及びアブダビと契約を結びました。

ちょっと字が細かいのですが、基本合意の概要をごらんいただきますと、いずれも３年間

の短期契約ということで実はターム契約を結んでおります。今まではなかなか難しかった

のですが、そういう短い期間で契約を結んでいます。しかも契約の中身は、余り詳しいこ

とは申し上げられませんが、仕向地条項その他かなり柔軟性がとれているということでご

ざいまして、短期の契約かつ相当数量の柔軟性があるという契約になって実現していると

いうことでございます。 

 以上から考えますと、ＬＮＧの調達面という側面からみますと、短期スポットが増加し

ているということ、それから契約条件もかなり柔軟化しているということで、ＬＮＧの需

給調整、それから数量調整というのがかなりやりやすくなってきている。調達面からみる

と非常にやりやすくなっているという評価ができるのではないかと考えております。 

 ４ページ目をごらんください。一方、電気事業に求められる柔軟性のところもより大き

くなる傾向にあるというのがなかなか悩ましいところでございます。その理由は２つでご

ざいまして、１つが自由化による離脱の需要があるということ、もう１つが再生可能エネ

ルギーの導入が拡大しているということでございます。 

 下の棒グラフは、関東圏と中部圏における電力とガスそれぞれのＬＮＧの消費量の月別

の推移をみたものでございますが、みていただきますとおり、電力のほうの月別の消費量

の推移は非常に変動が大きいという形がごらんいただけると思います。例えば一番少ない

月が５月、それに対しまして一番多い月が１月でございますが、この間の差が150万トン

ぐらい、月別の使用料でも差がある。中部と東京のエリアだけの量でございます。それで

も150万トンぐらい差があります。ＬＮＧ１隻６万トンということでございますので、実

にＬＮＧ船にして25隻ぐらい入ってくる船の数が違うということでございまして、相当大

きな変動がありまして、これに対応しなければいけないということでございます。 

 次のページをごらんください。次のページは、太陽光の影響というのをもう少し詳しく
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みたということでございます。まず、左側が太陽光発電の国内導入量の推移を示したもの

でございまして、赤い折れ線グラフが太陽光の導入量でございます。みていただきますと

おり、2011年以降うなぎ登りという形で太陽光発電の導入量がふえているということでご

ざいます。 

 大体太陽光がふえた分、何で出力を調整するかといいますと、電気の場合ほとんどガス

火力で調整をするということでございますので、太陽光がふえればふえるほどガス火力を

絞る。つまり、ＬＮＧの消費量を絞って対応するということになります。足元1,000万キ

ロワット年間で太陽光がふえるという状態でございますので、電気事業者としては次の年

度のＬＮＧ消費量がなかなか読めないという状態が起きているとご理解ください。どれだ

け来年はＬＮＧを減らさなければいけないのかがなかなか読めないという環境です。 

 大体太陽光100万キロ入りますと、ＬＮＧ換算で35万トンぐらいＬＮＧを消費しないと

いう形になります。したがって、今のペースは年間1,000万キロワットですので、350万ト

ンぐらいＬＮＧが減るという状況でございますので、なかなか先が読みにくいというのが

現状でございます。 

 それから、右側は１日の太陽光発電による天候別の発電量の推移をみたものでございま

す。緑で塗られた部分が晴れた日の太陽光発電の出力、青い部分が雨の日の太陽光発電の

出力でございまして、一目瞭然、１日の変動というのは天候によって非常に大きいという

ことになります。ざっくりですが、晴れた日と雨の日で東京エリア、関東エリアと中部エ

リアを合わせまして１日当たりで1.5万トンぐらいＬＮＧの消費量が違うということが起

きます。月でみますと、ずっと晴れた日が１ヵ月続く場合とずっと雨の日が１ヵ月続く場

合とでみると、それだけで月に45万トンぐらい消費量が変わると。ざっくりした計算はそ

ういう感じになります。ということで、毎年次の年のＬＮＧの消費量が読めないだけでは

なくて、毎月のＬＮＧの消費量というのも非常に読みにくくなっている。非常に大きく変

動するということでございます。 

 このように環境が変わってきてまいりましたので、需給調整も今までと同じやり方では

できないということを考えております。どう対応するかというのが次のページでございま

す。調達面のところにつきましては、先ほど申し上げましたとおり短期スポットの比率を

拡大していく、それから、契約条項の柔軟化をとっていくということなのでございますが、

それだけでこれからの変動にはとても対応できないと考えておりまして、ＪＥＲＡの場合

はサプライチェーン全体で数量柔軟性を高める取り組みを進めているところでございます。 
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 この絵で申し上げますと、例えば輸送＆トレーディングというところです。自社のＬＮ

Ｇ船を現時点で18隻もっております。これを2025年には25隻までふやしていきたいと思っ

ておりまして、幾ら仕向地の変更条項がとれても、実際仕向地を変更して違うところに届

けるための船が自由にならないと仕向地変更ができませんので、自分で自由になる船をふ

やしていく。現在18隻までふえてきているということでございます。 

 それから、目玉はトレーディングビジネスのところでございまして、ＪＥＲＡグローバ

ルマーケッツというところにフランスのＥＤＦトレーディングの会社がもっていたＬＮＧ

トレーディング事業を統合いたしました。この４月からＬＮＧトレーディングをＪＥＲＡ

とＥＤＦＴが共同でやるという形になりました。事実上、ＥＤＦトレーディングの事業を

統合した形になっております。これによって欧州を初めとする世界のＬＮＧ基地へのアク

セス権を手に入れることができました。それから、世界各地のＬＮＧ、ガスの需給バラン

スと価格の変動も一手に把握ができるという環境が整いました。 

 このトレーディング体制を使って、自社船舶を使って世界各地にＬＮＧを売りに行く、

あるいは世界各地からＬＮＧを買いに行くという体制ができ上がったというところでござ

いまして、グローバルなマーケットの中でようやく数量調整が柔軟にできる体制がＪＥＲ

Ａとしては整ったと考えているところでございます。 

 加えて、ＪＥＲＡはことしの４月から東京電力、中部電力の保有する全ての既存火力発

電所とＬＮＧ基地を統合いたしましたので、国内の８つのＬＮＧ基地、具体的には東京湾、

伊勢湾、それから日本海の上越というところの基地を一体的に運用して柔軟性を高めると

いうことも可能になりました。 

 さらに、販売面のところも従来の長期契約にとらわれず、これからは電気もガスも短期

の契約をふやしていこうという意思をもっておりまして、これらサプライチェーン全体で

需給調整、数量調整を図っていこうというのがＪＥＲＡの考えでございます。 

 こちらは先ほどのトレーディング、ＪＥＲＡグローバルマーケッツの取り組みの例とい

うことでございますが、右上だけごらんください。ＪＥＲＡが66.67％、ＥＤＦＴが

33.33％出しまして、シンガポールにＪＥＲＡグローバルマーケッツという会社をつくっ

ております。ここでＬＮＧのトレーディングをやっているという体制をつくったところで、

目下300名の人員をもってこの体制でトレーディングをしているという形でございます。 

 時間の関係で少し飛ばさせていただきまして、このように取り組んでいるのでございま

すが、一般的なガスの卸契約と電力の卸契約の比較ということを少しあえてさせていただ
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きますと、先ほども申し上げましたとおり、ＪＥＲＡは柔軟な数量調整機能を一応内製化

したということでございまして、それを１つの競争力として活用していこうという考えが

ございます。 

 したがいまして、これからの卸電力契約に短期のものをふやしていく。短期のものにつ

きましては、お客様のニーズに応じていろいろなバリエーションを入れていこうと。数量

調整のニーズというのもお客さんによって全く違います。固定でぴったり欲しい、そのか

わり価格を安くしてほしいというニーズもあれば、かなり柔軟に調整をさせてほしいとい

うニーズもあります。いろいろなニーズに対してできるだけ経済的にお応えをできるよう

な契約を今後ふやしていこうと考えておりまして、それがある意味で競争力にもなるだろ

うという考えでございます。そのために、先ほど申し上げましたとおり、サプライチェー

ン全体で数量の柔軟性が高められるような施策を打っているというのが現状でございます。 

 ガスの卸契約のほうでございますが、基本的には契約のつくり方は電気と同じでござい

まして、やはり柔軟性の高い契約をこれからどんどん発表していきたいと考えております。

実はこちらはまだ物理的な制約がございまして、ガスを実際ＪＥＲＡからパイプラインを

移して供給するためには、熱量調整設備及びパイプラインの接続が必要になってまいりま

す。いわゆる供給力が要るということなのですが、そちらのほうにまだ限界がございまし

て、こちらをふやしていかないとなかなか卸ガスの契約がふやせないという状況でござい

ます。熱量調整設備をどこに置いていいのか、それから接続のポイントをどこにすればい

いのかという予見性がなかなか難しいというところがございまして、すぐに急拡大をさせ

ていくというのが難しいという状況でございます。 

 最後にまとめを載せてございますが、今まで申し上げたことの繰り返しになりますので、

詳細は割愛させていただきたいと思います。 

 一番最後、企業努力の必要性というところだけごらんください。調達面では７割の長期

契約、それから３割の短期スポットが制約になってきます。正直、今後もそういうマーケ

ット環境が続くのですが、その中でもできるだけ多くの需給変動対応ができるよう、ＪＥ

ＲＡとしてはサプライチェーン全体で船舶の保有やトレーディング機能の拡大といったこ

とも含めて対応してまいりたいと思っておりまして、それを踏まえて卸契約をするときの

条件もより経済的に柔軟性がとれるような契約を今後も開発していきたいと思っていると

ころでございます。 

 雑駁な説明でございましたが、私からの説明は以上とさせていただきます。 
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○稲垣座長  奥田オブザーバー、ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様からご意見を賜りたく存じます。 

○草薙委員  ありがとうございます。ＬＮＧの獲得を巡りましてのＪＥＲＡ様の工夫の

一端を知ることができて大変有意義でございました。厚く御礼申し上げます。 

 最後におっしゃいましたまとめの３ですけれども、企業努力をされているということの

ご紹介と私は受けとめましたが、この文章を読みますと、短期契約にどんどん切りかえて

いくために、旧一ガスも当然努力すべきであるという内容とも読めると思います。そうい

う面ももちろん認めますけれども、そもそも旧一電と旧一ガスで調達環境も異なりますし、

そして恐らくですが、ＬＮＧの長期契約と短期スポット契約の割合も大手の旧一ガスはは

るかに長期契約の割合が上がっていくと思います。 

 以前、ワーキングで松村委員もおっしゃったのですけれども、違約金水準が高過ぎると

いうことを問題の第一とすべきであって、現状、長期契約を締結していることが全て悪い

わけではないが、そのことを認識しつつ、徐々に長期契約が終了したものから短期契約に

切りかえていくべきと私は考えております。 

 そこで、ＬＮＧの獲得を巡って全てのプレイヤーが努力すべきということではありなが

らも、ＪＥＲＡ様の考えとしてどういうレベルの旧一ガスがどういうレベルの努力をすべ

きなのか。企業努力の必要性というようにまとめられる場合に、どのようなお考えをおも

ちかということをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○稲垣座長  ほかに関連のご意見はございませんか。それでは、沢田オブザーバー、お

願いいたします。 

○沢田オブザーバー  日本ガス協会の沢田でございます。 

 今お話がありましたけれども、私どもからは少しガス事業者のＬＮＧ調達の特性といい

ますか、特徴についてお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、ＪＥＲＡ様につきましては、先ほどお話がありましたけれども、ＬＮＧ火力に加

えまして、石炭火力ですとか石油火力などおもちであると。また、他の旧一般電気事業者

の場合、さらに水力、原子力といった多様な電源をおもちでございます。そのため、電気

の需給変動の手段といたしましては、ＬＮＧ調達の調整といったものに加えて、電源のポ

ートフォリオを活用できるといった面もございますので、燃料調達も柔軟性を重視されて

いるのではないかと認識しております。 

 一方、ガス事業者は都市ガスを供給することが事業でございまして、原料のほぼ全てが
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ＬＮＧであるということから、調達に当たりましては安定供給、あるいは価格の安定を重

視せざるを得ないということでございます。そのため長期契約が中心となり、価格変動の

激しいスポット契約につきましては、電気事業者よりも少なくなる傾向にございます。 

 また、所有する発電所も旧一般電気事業者と比べて圧倒的に少ない状況でありまして、

ＬＮＧが余剰となった際に発電用として炊きますことはなかなか簡単なことではないとい

うことはご理解いただければと思います。 

 もちろん草薙先生からもご指摘がありましたけれども、最近はそうした中で異なる市場

環境を生かしながら、ガス事業者としても柔軟な需給調整を目指したいということで、例

えば欧州企業と市場環境が違いますので、連携をしてみるとか、あるいは仕向地に制限の

ない米国産のシェールガスの輸入の拡大に取り組むといったＬＮＧ調達における柔軟性の

向上につきまして、大手を中心に取り組んでいるところでございます。 

 今後とも、安価で安定的かつ柔軟にといった要素をどうバランスよく実現していくかと

いうことだと思うのですけれども、こうした観点でＬＮＧを調達するために企業努力を続

けてまいりますが、原料のほぼ全てがＬＮＧであるというガス事業の特性を踏まえて、卸

契約に当たりましては現実的にどのような形態が望ましいのか、幅広い視点でご検討いた

だければ幸いです。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。２時５分ぐらいまでをこのために充てる予定で

おります。それで、先ほど草薙委員から質問があって、今オブザーバーのお話、それから

大橋委員、松村委員からご意見の要請が出ておりますが、どうしましょう。今のご質問に

ついてはまとめてでもいいですか。大橋委員、関連ですか。では、草薙委員の件について

のお話を端的にいただいて、また新しい質問に行きましょうか。 

○奥田オブザーバー  ありがとうございます。きょう申し上げたのは、あくまでＪＥＲ

Ａとしての取り組みということでございます。当然のことながら、企業によってＬＮＧの

調達の仕方、それから同じ数量調整しても、数量調整をどうやって図っていくのかという

取り組みの仕方はそれぞれ異なってくる。逆にいうと、それが１つの戦略になってくると

いうのが自由な市場の中で当然の取り組みの方向性だと思っておりますので、各社によっ

て取り組みの方向は違う。それによって、結果として卸契約を結ぶときの条件等の提示が

違ってくる。まさにそこの部分で、逆にいうと小売事業者さんがどの会社を選ばれるのか

を決めていくという環境ができ上がるというのが１つの理想ではないかと思っております。 
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 ＪＥＲＡとしましては、ここの部分は差別化のポイントとして今後、卸契約の中に訴求

していきたい。そういう意味で今回申し上げております。 

○稲垣座長  ありがとうございました。念のため申し上げますが、この議論の出発点は、

２月25日の専門会合での中途解約補償料を伴う長期契約に関する議論でしたので、議論を

ある程度このあたりに絞りながらも、関連のところはもちろん結構でございますけれども、

その出発点については意識をいただきたいと思います。 

 松村委員、お願いいたします。 

○松村委員  座長からそのようにいわれたのに、関係ないことをいって申しわけないの

ですが、ＪＥＲＡから柔軟性に関する取り組みを十分している。長期契約が全て悪いわけ

ではなく、ある意味でポートフォリオだということ。その観点からも、今まで柔軟性が余

りにもなさ過ぎた問題に関して、柔軟性を増さなければいけない。最適な方向がそちら。

そのために努力をしてきていて、かなりいい方向に進んでいる、という報告をいただいた

と理解しています。その努力は評価しますし、いい方向に進んでいると思います。 

 この議論と関係なくて申しわけないのですけれども、スライドの求められる柔軟性のと

ころで、自由化による電力の需要離脱などというのが出てくるのがとても残念。ＪＥＲＡ

は中部電力と東京電力にしか売ってはいけないということはないので、卸市場だってある

し、市場はいろいろあるわけですから、離脱したって日本全体の需要、あるいはＬＮＧ全

体の需要が再エネで大きく減るとかなら当然変わってくるわけですけれども、そうでなけ

れば本来、この影響は普通に市場が機能していればないはず。これはＪＥＲＡの問題なの

か、東電、中電の問題なのかは置いておいて、こういう変な議論が当たり前のように出て

きてしまう現状は若干残念。電力の改革で何とかこういう変な意識がなくなる世界になる

ことを願っておりますし、そのように改革していかなければいけないと思います。 

 それから、ガス協会からガスのほうが特性からして電力を主力としている事業者よりは

長期契約の割合が多くなるとしても、それは自然なポートフォリオであるという意見だっ

たと思います。それについては確かにあり得ることなので、どの会社がどの割合でどんな

ポートフォリオを組むのが最適なのかは、私たちが口を挟む必要はないと思う。しかしガ

ス事業者はちゃんと認識してほしいのですけれども、ガス事業はほかにＬＮＧ以外に選択

肢がないから、安定供給のために確実に確保するのが最重要であると。したがって、高い

値段をふっかけられても買ってしまう。その結果、そういうことの必要のない、柔軟性の

ある電力事業者も、ガス業界がこんなに高値で買っているのだから、あなただけ安値で売
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れませんなどということになったら、日本全体にとってとても迷惑です。 

 本来なら逆に安定的に買ってあげるのだからもっと安くしろとかということだって可能

なはず。長期契約で買わざるを得ないということが、契約の形態はともかくとして、高値

づかみの口実には決してされないように。そんなことだとするとＬＮＧは全部電力事業者

に調達してもらって、ガス事業者は卸供給を受けたらどうですかという議論にもなりかね

ない。今までのようにそれを口実にして高値もやむを得ないとか、不利な契約条件もやむ

を得ないという議論が出てこないことを願っております。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。大橋委員、お願いいたします。 

○大橋委員  ほぼ皆さん仰っていただいたと思うのですけれども、確認としては、我が

国としては別に短期契約だけの世界がハッピーなのではなくて、長期契約と短期契約を含

めた多様な契約条件がそろっていることが、需要家にとって多分メリットがある話だと思

っています。 

 今回、ＪＥＲＡさんがこういう発表をされている趣旨が若干よくわからなかったのです

けれども、議論は今座長がおっしゃったとおりで、中途解約補償料を伴う長期契約のあり

方を整理しようということが出発点で、このお話をされたということは、もしかすると長

期契約は中途解約補償料が現状以外のものは出しようがないという感じなので、短期契約

のお話をされたのかなとも思うのですが、これはＪＥＲＡさん１社のお話なので、ほかの

社さんは別の考え方をおもちだと思います。いずれにしても多様な契約条件がそろってい

ることが重要だということだけ確認として発言させていただければということです。 

○稲垣座長  多様であればいいのかということなのだと思うのですけれども。圓尾委員、

お願いいたします。 

○圓尾委員  ４ページに柔軟性というものを月ごとの変化で示されていて、５ページで

は１日当たりの変化でもお話があったのですけれども、恐らく電気事業とガス事業と考え

てみたときに、一番大きく今の時点で考えなければいけない柔軟性というのは、もっと年

単位のものだと思うのです。つまり、発電事業においては今後さらに再エネは当然拡大す

る方向だと思いますし、それから場合によっては大きなロットで原子力の再稼働も起きる

可能性もある。むしろ逆のケースもあり得ると思うのですが、原子力が動く動かないとい

うことによって、火力のところが大きなインパクトを受ける。年単位の変動をうまくコン

トロールしなければいけないというのが恐らく電気事業にとって非常に大事なポイントで
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あって、一方都市ガス事業ということを考えてみると、そこまでの変動はなく、今より少

しずつ需要を積み上げていくという、ある意味電気事業でのＬＮＧの消費量に比べると、

安定性の高いビジネスなのだと思います。 

 ですから、そこが結局短期、長期という観点だけでみれば、電気事業を主としていると

ころとガス事業を主としているところと差が出てくるというのは当然のことだと思います

ので、松村先生もおっしゃったようにそこに我々が余り口を挟むものではないかなとは思

っています。 

 ただ、それぞれの事業環境の中で経営判断として少しでも安いものを手にするようにと

いうことで、いろいろな工夫をされているＪＥＲＡさんの取り組みが紹介されたというこ

とですし、都市ガス事業名にしているほうが長期を主にしているから何も努力していない

かというと、恐らくそうではなくて、先日も今までオイル連動ばかりだったのが石炭連動

というのも出てきましたし、これもある意味長期契約というものをベースに交渉した結果

勝ち得たものだろうと思いますし、要は冒頭、ＪＥＲＡさんからも説明があったように、

供給源の多様化ですとか官民一体となった取り組み、それから需給の緩みといったものが

今起きているということをうまく生かしながら、長期か短期かではなくて、それぞれに消

費者のためにより安いものを確保していくという努力をする、それをちゃんとみせてくだ

さいということだと思うのです。 

 そういう意味では、ＪＥＲＡさんはＪＥＲＡさんでしっかり取り組みをされているとい

うことですし、都市ガス会社としては中途解約の補償料が高いなどといわれないように、

安いものを確保するように努力していくということではないかと思って聞いていましたの

で、都市ガス会社の取り組みのプレゼンもぜひ聞いてみたいなと思いました。 

○稲垣座長  オブザーバー、今までのご意見に対して何かお話ありますか。 

○奥田オブザーバー  結構でございます。 

○稲垣座長  それでは、きょうはオブザーバー、ありがとうございました。取り組みの

一端をみせていただいて、我々の議論の参考にさせていただきたいと思います。 

 この議題については、引き続き専門会合においても議論を続けてまいりたいと思います。

事務局においては、本日、委員及びオブザーバーの皆様からいただいたご意見を踏まえつ

つ、検討をさらに進めるようにお願いいたします。 

 それでは、第２部に移らせていただきます。ここでオブザーバーの席の入れかえを行い

ます。よろしくお願いいたします。 
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 ありがとうございます。それでは、第２部に移ります。 

 最初の議題、2021年度以降のインバランス料金制度について、事務局から説明をお願い

いたします。 

○恒藤ネットワーク事業監視課長  資料４でございます。 

 ２ページをごらんください。経緯を記載してございますが、資源エネルギー庁の審議会

におきまして、需給調整市場の創設とあわせまして、2021年度からインバランス料金制度

を改正するという方針が示されておりまして、その詳細については、監視等委員会が中心

となって検討を進めるとされたことを踏まえまして、前回から2021年以降のインバランス

料金について検討をしているところでございます。 

 １枚飛んで４ページでございます。前回の本会合におきましては、事務局から提案をい

たしました新しいインバランス料金制度と計画値同時同量制度の関係について、整理した

ほうがいいというご意見を幾つかの委員からいただきました。これを踏まえまして、改め

まして私どもから提案させていただいた新しいインバランス料金制度がどのような効果を

有するものなのか、また今の計画値同時同量制度の関係について整理をいたしました。 

 ５ページでございます。現行の計画値同時同量制度は、需要バランシンググループ、す

なわち小売電気事業者が合理的に需要を予測いたしまして、それに合った供給力を調達し、

発電バランシンググループ、すなわち発電事業者が販売した量を正確に発電するというこ

とを通じまして、需要に合った電気が供給されるという考え方で設計されてございます。 

 ６ページがそのフローでございまして、発電及び小売電気事業者は、前日12時までに翌

日48こまの計画を策定し、その後、実需給の１時間前のゲートクローズに確定されると。

ゲートクローズ後は、一般送配電事業者が需給調整を行いまして、計画と実績の差はイン

バランスとして清算をされるという流れになってございます。 

 ７ページをごらんください。この計画値同時同量制度が法令や各種の規定でどのように

定められているかを整理したものでございます。まず、法令におきましては、発電計画や

需要計画といった文言は法律などにはないものでございまして、一般送配電事業者の託送

供給等約款などにおいて定められた用語でございます。電気事業法並びにその関係の法令

の中では、７ページに書いていますように、需要インバランスあるいは発電インバランス

を定義した部分としては、託送料金を定めた規則におきまして、一般送配電事業者が受電

した量と供給した量の差という形で記載をされているというものでございます。 

 このように電気事業法は、一般送配電事業者が小売、あるいは発電事業者から受電する
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量と供給する量に差が出るということを前提とし、その差についてはインバランス料金で

清算するという仕組みを前提に規定類はつくられているということでございます。 

 ８ページと９ページに関連する電気事業法の条文を添付してございますが、９ページに

接続供給なり電力量調整供給の定義の条文をつけてございますが、いずれも受電した量と

供給した量が同量でなければならないという記載にはなっていないということでございま

す。 

 10ページも関連の条文でございます。 

 11ページでございます。その上で、電気事業法は小売電気事業者は小売供給の相手方の

電気の需要に応ずるために、必要な供給能力を確保しなければならないとしておりまして、

定常的に供給能力を不足させている場合、あるいは短い時間でも極めて大きな不足を発生

させた場合は、大臣の供給能力確保命令の対象となる可能性があるとされているわけでご

ざいます。 

 それから、12ページでございます。託送供給等約款におきましては、需要計画は需要実

績と30分ごとに一致するようにすると。それから、広域機関におきます送配電等業務指針

におきましては、事業計画には合理的な予測に基づく需要の想定を記載するとされてござ

います。 

 以上が各種の規定類において、計画値同時同量制度がどのように定められたかをまとめ

たものでございます。 

 少し飛んでいただきまして、18ページにこれまでの制度の変遷をまとめてございます。

現行制度になる前は、一番上の段でございますが、一番右に書いてありますとおり、需要

量と供給量の乖離が３％を超えると、懲罰的な支払いを求められるというペナルティー性

のあるインバランス料金となってございましたが、2016年度から今ご説明いたしました計

画値同時同量制度が導入されまして、それにあわせましてこまごとに算定されますペナル

ティー性のないインバランス料金に基づいて清算されるという仕組みに変更されたという

ものでございます。 

 今回議論してございます2021年度以降のインバランス料金は、この計画値同時同量制度

やインバランス料金の大きな考え方を変えるものではございませんで、その具体的な算定

方法について、現在のインバランス料金は卸市場の価格をベースに、系統が不足したとき

は上がる、系統が余剰のときは下がるという形で計算をしているものでございますが、必

ずしもエリアごとの状況を反映していないという課題があることを踏まえまして、調整力
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のキロワットアワー価格をベースに算定するということで、こまごと、エリアごとの電気

の価値をより正確に反映するものにしようと。また、タイムリーな情報公表を行うという

方式に変更しようとするものでございます。 

 19ページでございます。では、それによってどのような効果が期待されるのかという点

でございます。新しいインバランス料金は、まとめますと今と同様に各バランシンググル

ープが正確に計画を策定するということを原則にしつつ、仮に予測が正確でなかったＢＧ

が一部にあった場合にも、全体として需給が一致に向かい、また需給状況が適切に市場価

格に反映されるということを促進すると期待されるものでございます。 

 その下に少し詳しく書いてございますが、インバランス料金を実需給における電気の価

値を反映したものとし、関連情報をタイムリーに公表するということで、左側が基本的な

ケースでございますが、需要ＢＧは送配電から提供されます最新の情報も踏まえて、常に

需要予測を精査いたしまして、変化があれば需要計画を変更し、時間前市場も活用して、

できるだけ調達量を正確なものに変化させる。これによって、全体として正確な計画にな

ると。その結果、一番下に記載のとおり、必要となる電源がゲートクローズまでに確保さ

れるとともに、最新の需要予測が常に市場価格に反映され、場合によってはまたそれに反

応して、需要が変化するといった最適配分が促進されると。仮に何らかの事情で需要量が

増減し、予測から過不足が生じてインバランスを出した者については、その時間帯の電気

の価値で清算する、すなわち合理的な負担をしていただくというものになるということで

ございます。 

 その上で右側でございますが、仮に予測が正確でないＢＧがいた場合は、時間前市場は

十分に反応しないけれども、調整力稼働量はふえるということで、インバランス料金の予

測は上昇、あるいは下降すると。その結果、例えば市場価格よりもインバランス料金が上

がると予測される場合には、リスクを減らすために少し多目に調達しておこうといったよ

うに、ほかのＢＧが全体のインバランスを減らす方向に行動するといったことが期待され

る。結果として、一部のＢＧの計画には過不足があるものの、全体としてはより正確な計

画となる。こうした効果も期待されるわけでございます。 

 今の説明をもう少し詳しく説明したのが20ページでございます。基本となるケースを記

載してございますが、需要ＢＧは前日12時に翌日分の計画を一旦策定すると。その後、最

新の天気予報などを踏まえまして、常に需要予測を精査し、変化があれば計画を修正する

と。これによって必要な電源が事前に確保されるとともに、最新の予測が市場価格に反映
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されると。また、実需給の電気の価値をインバランス料金に反映させるということで、過

不足を出したＢＧには合理的な負担を求め、常に計画を精緻化するインセンティブを与え

る。 

 また、一般送配電がエリア需要の状況など関連する情報をタイムリーに出すということ

で、ＢＧが常に最新の情報で予測を精緻化するように促進する。こういう仕組みが基本的

なケースでございます。 

 その次の21ページは、仮に計画を適切に修正しないＢＧがいた場合のケースということ

でございまして、この場合には時間前市場は十分に反応しないけれども、調整力の稼働量

はふえるということで、インバランス料金の予測は上昇、あるいは下降するだろうと。そ

の結果、例えば市場価格よりインバランス料金が高くなると予想される場合は、ほかのＢ

Ｇがリスクを減らすというために、少し多目に調達するといった動きがされると期待され

まして、その結果、全体としてのインバランスも減るし、また時間前市場の価格も最新の

予測を反映したものになると。こういう効果が期待されるということでございます。 

 22ページでございますが、今ご説明したように仮に予測が正確でないＢＧがいた場合に、

ほかのＢＧがインバランス料金を予測して、少し多目、あるいは少し少な目に調達すると

いった動きが需給調整の観点から問題ないのかについて、念のためＢＧの需要計画及び発

電計画が正確であることの意義は何かということを踏まえて検討を行ってございます。 

 これらの計画の正確性の意義はこの３点であると考えてございまして、①エリアの需要

に見合う発電量が事前に確保されるようにする。②一般送配電事業者が調整力への指令を

円滑に行えるよう、参考情報を提供する。③インバランス清算の基準となる。この３点の

うち、①と②について検討を深めてございます。 

 まず、23ページが１番目の意義についてでございますが、図に記載のとおり計画値同時

同量制度では右上からですが、各需要ＢＧが需要を正確に予想して、それに合った量を調

達する。発電ＢＧは、販売した分をもとに発電計画をつくり、それにあわせて発電する。

この（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）がいずれも正確に行くということで、全体の需要と発電が合

うということでございます。 

 各段階におけるずれの総和がエリア全体の需要と発電の差になるということでございま

すので、重要なことは全体の合計値が正確になるということでございまして、インバラン

スの合計値が小さくなるということが重要ということで、個別のＢＧの計画がずれていた

としても、全体が合っているということが重要だということでございます。 
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 それから、24ページ、２番目の意義についてでございますが、一般送配電事業者はその

実務におきまして実需給時点のエリアの総需要と総発電量を予測いたしまして、調整力の

稼働を準備するということをやってございます。 

 下の図をみていただければと思いますが、そういった予測をする際に、青い線のエリア

需要につきましては、足元の動きから過去の実績や気象情報を踏まえて自社で予測をして

いる。赤のエリア発電については、再エネ分については自社で予測をし、それ以外の発電

量については各発電事業者の発電計画を引用しているということでございまして、発電計

画は重要な参考情報となっているということでございました。すなわち、発電ＢＧが計画

どおりに発電するということは、送配電事業者が円滑に需給調整を行う上では重要だとい

うことでございます。 

 １枚飛んでいただきまして26ページでございますが、今申し上げましたとおり、計画が

総和として正確だということは重要であるものの、個々のＢＧの需要計画の正確性は、需

給調整の業務への影響度合いは低いと考えられますので、先ほど申しましたとおり、需要

ＢＧがインバランス料金の高騰を予測し、リスクに備えて多目に調達するといったような

適正な価格シグナルに基づくマクロ一致方向での結果的な需要インバランスというのは、

基本的には問題がないものと考えていいのではないだろうかということでございます。 

 27ページは、先ほど示したスライドとほぼ同じスライドでございますが、改めて今回私

どもから提案しているインバランス料金制度の効果は、現行制度と同様に各ＢＧが正確に

計画を策定することを原則としつつも、仮に予測が正確でなかったＢＧが一部にあった場

合にも、全体として需給が一致に向かい、需給状況が適切に市場価格に反映されることを

促進すると期待するものであるということでございます。 

 28ページから具体的にどのようなケースが考えられるのかというのを示してございます。

現状、大きなエリアインバランスが発生したケースの多くは、ＦＩＴ太陽光の発電インバ

ランスが要因となってございます。これは、この図で示しますとＦＩＴ太陽光の発電ＢＧ

が計画どおりに発電しないということで発生するわけでございますが、こうしたケースに

おきまして、需要ＢＧがインバランス料金を予測して、少し多目、あるいは少し少な目に

調達するということが全体のインバランスを小さくするということに貢献するのではない

だろうかということでございます。 

 より具体的に示したものが29ページでございます。この左の図が前日時点での予測でご

ざいまして、それぞれ正確に予測して、計画策定していたというところ、天気予報が変わ
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りまして、例えば当日朝に太陽光の下振れが予測されたという場合に、真ん中の図でござ

いますが、小売事業者はインバランス料金は高くなるだろうと予想して、不足を仮に出す

と高いインバランス料金を払うことになるということで、リスクを減らすために少し多目

に調達する。そうすると、それを売った火力の計画が上昇する。この状態で実需給になっ

たとすると、少し多目に買っていた分が需要が余剰となるわけでございますが、発電側は

太陽光が下振れで不足を出すということで、打ち消し効果があるということでございます。 

 30ページでございますが、実際に過去の例をみましても、当日朝早い段階でその日の傾

向が予測できるケースも多いと考えてございます。 

 １枚飛んで32ページ、前回お示しした図と同じ図でございますが、2021年度以降のイン

バランス料金につきましては、インバランス料金が価格シグナルのベースになるというこ

とを踏まえまして、①実需給の電気の価値が適切にインバランス料金に反映されるように

するとともに、②その価格や需給状況に関する情報がタイムリーに公表されるようにする

という考え方で具体化を進めていくということでございます。 

 今申し上げましたとおり、新しいインバランス料金は計画値同時同量制度を変えるとい

うものではなくて、今の制度の中でインバランス料金をより適切なものにするということ

で、より全体として効率的に動くようにしていこうとするものでございます。 

 以上改めて全体像を整理させていただいたというものでございます。 

 続きまして、34ページからが具体的にインバランス料金をどう計算するかについてでご

ざいます。 

 まず、調整力のキロワットアワー価格をどのように引用するかについてでございます。

35ページでございます。それに当たっての基本的考え方の確認でございますが、インバラ

ンス料金はそのこまでさらにインバランスが１単位ふえたとすれば発生したと思われるコ

ストを反映させておくということが適当と考えられるところ、具体的にどうするかという

のが論点だということでございます。 

 36ページでございますが、これに当たって2021年度から調整力の広域運用が本格的に開

始されるということでございますので、それを踏まえて検討する必要がございます。その

広域運用でございますが、どのようにされるかといいますと、15分箱型で全国の調整力を

広域的に運用するというものでございまして、そのために15分前までに各エリアのインバ

ランス量を15分単位で予測し、全国の合計値を出しまして、それに必要な量の調整力を全

国の安いものから動かすという計画をつくりまして、それにあわせて連系線の流量も変更
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するという仕組みで動くと。それによって15分箱型で広域運用いたしました上で、残った

部分についてはエリア内で調整するという運用が今予定されてございます。なお、15分と

いうのは、2023年からは５分箱型に移行すると聞いてございます。 

 その運用をさらに詳しく示したのが37ページでございます。これを前提に、インバラン

ス料金に反映する調整力のキロワットアワー価格をどのように決定すればいいかというこ

とでございます。 

 38ページをごらんください。エリアが３つあったとして、ＡからＣの３つのエリアにお

いて調整力が38ページの左の図のように動いたとした場合に、すなわち太線のように箱型

で広域運用がされて、エリア内で青とオレンジのように調整がなされた場合を考えますと、

広域エリア合計で動いた調整力の量は、全部足すと真ん中の量になる。このうちどの部分

のキロワットアワー価格をとるかということでございますが、案が３つあると考えており

まして、案の１は広域的に動いた太線で囲った部分の一番高いものをとる。案の２は全部

の中で一番高いものをとる。案の３はエリア内も含めて全部の中をとるのだけれども、上

げと下げを相殺してから残ったものの一番高いものをとる。この３つ案があるだろうと考

えてございます。 

 事務局として検討した結果では、案の１が適当ではないかと考えてございまして、その

次の39ページでございますが、真ん中の図のとおり先ほどご説明しましたとおり、15分前

までに予測されたインバランスは広域運用の調整力で対応される。その後、予測が外れた

分と時間内変動の分がエリア内の調整力で対応される。そういたしますと、15分前までの

予測精度が高ければ、インバランス対応は主に広域運用の調整力が担うということになり

ますので、そのキロワットアワー価格を引用するということで、そのこまの電気の価値を

反映することができるだろうと。特に2023年からは広域運用を15分ごとから５分ごとに短

縮するということが予定されておりますので、そうしますとより予測精度が高まりますの

で、それを踏まえましてもこの方法でよいのではないかと考えてございます。 

 なお、一般送配電事業者の広域運用が適切に運用されているかどうかについては、しっ

かり監視をしていく必要があるだろうというのは考えてございます。 

 40ページでございます。では、広域運用の調整力のキロワットアワー価格を引用すると

した際に、具体的にどうするかという点でございます。まず、広域運用の調整力には時間

内変動に対応するための稼働というのは含まれておりませんので、指令した中で最もキロ

ワットアワー価格の高いものを単純に引用すると。仮に少量であったとしても、それを引
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用するということで問題ないのではないかと考えてございます。 

 それから、15分単位で指令が出されますので、30分こまの前半15分と後半15分のそれぞ

れの最高価格をどのように引用するかという問題がございます。これにつきましては、イ

ンバランス料金は30分こまの中でインバランスが１単位ふえた場合にふえるコストを反映

するという考え方に立って、前半と後半の加重平均とするのが合理的と考えてございます。

ただ、これについてはどっちか高いほうをとるという考え方もあり得ると思いますが、加

重平均でいいとするのかどうかご意見をいただければと思ってございます。あわせて、

2023年から５分ごとになるという点についても留意が必要と考えてございます。 

 それから、41ページ、連系線にあきがなくて分断が起きた場合でございます。これにつ

いては、分断されたエリアごとに広域運用された調整力の限界的なキロワットアワー価格

を引用するということでいいのではないかと考えてございます。 

 それから、42ページはかなりレアなケースと思いますが、仮に広域エリア合計でのイン

バランスが小さくて、広域運用の指令量がゼロであった場合の取り扱いでございますが、

この場合、指令されなかった上げ調整の最も安いものと指令されなかった下げ調整の最も

高いものの中間をとるのが合理的と考えておりますが、他方でシステム面が複雑になると

も予想されますので、その場合では卸市場価格を引用するのも一案と考えてございます。

これについては、システム対応のコスト等を評価した上で、どちらかの案にするかを決め

たいと考えてございます。 

 以上がキロワットアワー価格を引用する際の具体的な方法についての提案でございまし

て、43ページにそのまとめを記載してございます。 

 45ページから、もう１つの大きな論点として、需給逼迫時にインバランス料金が上昇す

る仕組みについてでございます。 

 46ページをごらんください。需給逼迫時、すなわち一般送配電が用いることができる上

げ余力が少ない状況での不足インバランスは、大規模停電等の系統全体のリスクを増大さ

せる、あるいは緊急的に追加の供給力の確保が必要となるといった追加的なコストを発生

させるものでございますので、そのコストをインバランス料金に反映させることが適当と

考えるわけでございます。 

 47ページ、こういう考え方に基づきまして、この図のように横軸、上げ余力が一定以下

になった場合には、緊急の供給力の追加確保など、不足インバランスがもたらすコストが

上昇すると考えまして、それをこの図のような直線であらわし、インバランス料金に反映



- 20 - 

 

するとしてはどうかと考えてございます。 

 より具体的には48ページでございますが、横軸には一般送配電事業者が活用可能な上げ

余力の30分平均値といたしまして、赤い線のような直線で逼迫時のインバランス料金を算

定する式を置きまして、この赤い線と通常の方法とで計算した青い線の高いほうをとると

いう仕組みにしてはどうかということでございます。 

 具体的にこれをどのような式にするかでございますが、オレンジ色のところを考える必

要があるということでございまして、まず横軸の上げ余力の定義でございますが、その次

の49ページでございます。先ほど申し上げましたとおり、2021年度以降は調整力が広域運

用されるということを踏まえますと、上げ余力は広域運用のエリアの合計値として算定す

ることが合理的と考えられるところでございます。逼迫時にどのように広域運用がなされ

るのかというあたりが重要となりますので、今後具体化されますと、調整力の広域運用の

詳細を踏まえて、引き続き検討を深めることにしたいと思っております。 

 それから、上げ余力の定義については、一般送配電事業者が活用可能な供給余力と。た

だし、応動時間が一定以下のものとするのは適当と考えてございます。これについても詳

細については実務や技術的な要素を考慮して決定していきたいと考えてございます。 

 それから、50ページの図のＡとＢでございます。これについては、ここに記載のとおり

Ａについてはこれ以上上げ余力を減らすことは許されないと考えられる水準。すなわち、

１キロワットアワーの不足インバランスに対して、１キロワットアワーの追加確保が必要

となる水準がＡ。それからＢとしては上げ余力が不足するリスクに備えて、供給力を追加

確保する必要性が発生し始める水準という考え方によって、これまでの運用などを参考に

決めてはどうかと考えてございます。 

 51ページでございますが、例えば政府においては予備率が３％を下回る見通しとなった

ときに、需給逼迫警報を発令する。予備率が１％程度を下回る見通しになった場合に、計

画停電の実施を発表するとされてございます。 

 また、調整力の必要量の算定におきましては、電源脱落に備えて1.4、時間内変動に対

応するためには1.7から2.5は必要という分析がなされております。 

 さらに、電源Ⅰ´の発動条件は、各社おおむねエリアの予備率が３～５％未満となるお

それがある場合とされてございます。 

 また、各社の運用ルールにおきましては、運転予備力が３％を下回ると予想される場合

に、需給逼迫融通を要請するなどとされてございます。 
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 これらを踏まえますと、少し飛んでいただきまして、56ページでございますが、この図

のＡについては１～３％程度、Ｂについては３～５％程度というのが一案として考えられ

るではないかと考えてございますが、ただ、これらの数値については現行の運用を参考に

したものでございまして、今後具体化される広域運用の詳細を踏まえまして、また過去の

ケースに当てはめた試算なども行いまして、引き続き検討を深めることにしたいと考えて

ございます。 

 57ページでございます。Ｃの価格をどうするかというものでございます。これは、緊急

的に追加で供給力を１キロワットアワー確保するというためのコストということでござい

ます。これは、これまで市場に出ていないものを追加で確保するというものでございます

ので、新たにデマンドレスポンスを追加で確保するというコストから見積もってはどうだ

ろうかと。具体的にはこれまでの電源Ⅰ´の公募におけます各エリアの最高値からとって

はどうかと考えてございます。直近２年の公募から試算いたしますと、発動１回当たりの

コストは約1,900円、発動１時間当たりのコストは約600円でございます。 

 また、飛んで60ページが今説明した内容をまとめた図でございます。先ほど申し上げま

したとおり、これらの数値、現行の運用を参考にしたものでございますので、今後具体化

されます広域運用の詳細を踏まえ、また過去のケースに当てはめた試算も行いまして検討

を深めていきたいと考えてございますが、まずこの大きな考え方についてよろしいかどう

かご意見をいただければと思ってございます。 

 飛んで62ページが今後の進め方でございますが、システム開発の要件に関係するものに

ついては、できるだけ早く結論を出していきたいと考えてございます。次回以降、検討を

深めていきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  きょうは、スライド62ページの今後の検討事項に行くための大きな方向性

についてのご議論をいただければと思います。何せ計画値同時同量義務の供給は法令に定

められていて、これを適切にシステムの制度として実現するためにどういうことをやるの

ということで今までもあったわけですけれども、さらに精緻なものにつくり上げていくと

いうことだと思います。そうした中で、当事者、それからテーマ、状況、さまざまなこと

が今検討課題として提起されましたので、ある程度時間をとりましたので自由にご議論い

ただきたいと思います。委員の皆様、お願いいたします。それでは、まず辰巳委員、お願

いいたします。 



- 22 - 

 

○辰巳委員  細かくいろいろご検討いただき、ありがとうございます。内容に関してと

いうよりも、言葉に関して疑問に思っていることがあって、そこだけお返事いただければ

と思ったのですけれども、かなりの箇所に電気の価値という単語が使われているのです。

私としては、恐らく内容的にみると料金のことをいってらっしゃるのだろうなと思ってお

りまして、価値という単語に関しては非常に疑問をもっております。 

 普通、商品の価値といったら、人の価値観によって価値は違いますので、こういう一般

論の中で価値という単語が正しいのかなというのをすごく疑問に思いながら、引っかかり

ながらずっと読んできましたもので、もしそれなりの電気の価格のことを書いてあるのに、

わざわざ電気の価値という単語を使われているところに意味があるなら教えていただきた

いなと。それだけです。 

○稲垣座長  今後の議論の出発点になるので、この件について課長、お願いします。 

○恒藤ネットワーク事業監視課長  これはどういう日本語であらわすのがいいのかとい

うのは難しくて、今これよりいい言葉がみつかっていないので書いているのが実態でござ

いますが、要するにその時間帯で予定より多く使ってしまった方にご負担いただくという

ことだとすれば、その電気をつくり出すためのコストなりを一番反映した価格にするとい

うことが大事であると。 

 ただ、コストだけでもないという面が多分あるだろうと思っておりまして、例えばすご

く逼迫しているようなときは、必ずしもコストを払ってもらえばどんどん使っていいとい

うものでもなくて、やはりコスト以上の価値がその時間帯には電気があるだろうと。そう

すると、その時間帯少し多目に使ってしまった、あるいは少し少な目に余らせてしまった

という方の清算をしていただくときの一番適切な価格を設定するに当たって、コストとい

うことではなく、価値をあらわしたものを料金として清算するのが一番適当だろうという

ことで、このワードを使っているということでございます。 

○辰巳委員  私たちは消費者として商品を選択するときに、その価値を考えて選択する

というのは頻繁に出てくることで、その人によって価格に価値を置くか、品質に価値を置

くか、あるいは値段が高いことに価値を置くか知りませんけれども、その人によって思い

が違うもので、こういうときに価値という単語が適切かどうか。といって今おっしゃった

ようにどういう言葉がいいかというのは、私も今出てこないのですけれども、非常に引っ

かかりを感じるということなのです。とりあえず意見というか思いだけです。 

○稲垣座長  ありがとうございます。念のため言葉の問題なのですが、先ほど私が計画
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値同時同量制度供給義務という言い方をしたのですが、法令上正確にいうと、計画値同時

同量制度については、電事法の２条の７号と17条２項で送配電事業者が電力量調整供給の

義務を負っている。このことを計画値同時同量供給義務とわかりやすくするために申し上

げたのですが、当然義務を負っているのはこの規定に基づいて送配電事業者だけであって、

小売事業者、それから発電事業者は当然負っていないと。小売事業者については供給力確

保義務が別にあるということでございますので、誤解のないように申し上げます。わかり

にくくて申しわけありませんでした。 

 それでは、草薙委員、お願いいたします。 

○草薙委員  ありがとうございます。詳細に、また丁寧にご説明くださいまして、あり

がとうございました。 

 現行のインバランス料金制度というのは、一般送配電事業者に大きな赤字をもたらす傾

向がございます。新制度によって全体としてのインバランスが減りますので、この問題を

解消する方向を目指せるということを理解し、歓迎したいと思います。 

 特にＢＧとＴＳＯでは需給想定のアプローチが違いますために、ＴＳＯが望む方向に動

くインバランスについては好ましいことと評価すべきと理解いたしました。 

 そもそも現行制度でも18番のスライドにございますように、インバランス料金のペナル

ティー性は否定されるべきでありますけれども、今後は積極的にむしろ奨励される場面が

あると理解しております。 

 そこで質問が１点ございます。26番のスライドなのですけれども、各ＢＧがオーバーシ

ュートしてしまうと全体としては一般送配電事業者の思惑と大きくずれる可能性も示唆さ

れております。そうしますと、やはり一般送配電事業者としては、いつどのような情報を

どのようなタイミングで各ＢＧに出すのかということを詰めておく必要があるのではない

かと思いますし、また全体の方向としては正しいと思いますので、最初はスモールスター

トで始めて、そしてだんだん規模を大きくしていくということが正しいのではないかと思

うのですが、この点をお伺いしたいと思います。一般送配電事業者による広域運用の制度

は、2021年に広域運用の開始、その後2023年にさらに精緻化ということが考えられている

という話がございましたので、それとの絡みでだんだん仕組みの規模を大きくしていくと

いう意図が込められているのかということをお伺いしたいと思った次第です。よろしくお

願いします。 

○稲垣座長  それでは、ご質問についてある程度まとめてでもよろしいでしょうか。大
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橋委員、お願いいたします。 

大橋委員  ありがとうございます。今回のインバランス料金の話は非常に重要な話だと

認識しています。インバランス料金はそもそも系統利用者の価格シグナルのベースになる

ものという観点でいうと、まさに電力システムのかなめになるところだという意味で非常

に重要です。 

 インバランスは、冒頭に制度をいろいろご説明いただいたとおり、30分コマで基本的に

は区切られているものだと理解しています。このコマでのインバランスが１単位ふえたと

きに発生したであろう需給調整のコストが反映されるべきと理解しています。それが一体

幾らなのかというのが今回の議論だということなのです。それでみるとこれをみてわかり

やすかったのは、36ページ目に具体的な数字が例としてあるのでわかりやすいと思ったの

ですけれども、実際に広域運用で指令されるのは15分、先ほどのご説明だとこれが今後５

分になるという話でありましたが、基本的にＢＧでは30分でつくるのだと。30分でつくっ

たときの値は幾らになるかというと、100メガワットのところになっているはずで、100メ

ガワットにおけるコストが幾らなのだというのが本来的に反映されるべきコストだと思い

ます。 

 これはわからないのですけれども、色分けでみると８円よりは高そうな数字であって、

そうするとやはり10円だと安いのかなという感じがします。インバランスを出さない動機

づけをきちっとつけるという意味では、多分10円と14円とどっちがいいかといわれれば、

14円のほうがやるべきこととしては近くて、本当は100のところでみればいいのですけれ

ども、これだと100のところが幾つかはわからんというところがあるのですが、そういう

ところなのかなと。これはもしかするとＢＧへの配慮もあるのかなという感じもするので

すが、ただインバランスはしっかりやらなければいけないというところが今回の趣旨、全

体の流れるメッセージだとすると、10円では安いのではないかという感じがいたしました

というのが論点２番目のコメントです。 

○恒藤ネットワーク事業監視課長  事前に配付した資料とページ番号が変わっています

が、今のは40ページだと存じます。 

大橋委員  次に、論点の１ですが、タイムリーな情報公表がもたらす効果は一体何かと

いうことをある意味非常に論理を詰めて考えていただいた内容だと思っています。多分、

理論的に美しい世界はこのような感じで行くのだろうなという感じもします。つまり、イ

ンバランスの予想価格が時間前の価格に収れんしていくような姿になってくるのだろうな
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という感じがするのですが、現実は理論と同じかどうかというのは確認する必要があって、

また事業者も新しい制度でいきなり理論の美しい世界に行くとは限らないけれども、到底

思えないということだとすると、時間軸を設けないと難しい話なのかもしれないなと。そ

もそもここにある前提条件の幾つかのうち、検討を要するものとして、期待の異質性みた

いなこともあると思うのです。それぞれＢＧでどのような将来インバランスの価格の期待

値をもっているかとか、あるいはもしかすると本当は対称であるべきですけれども、不足

のインバランス、余剰のインバランスで同じような期待の対称性、本当はこなれればなく

なると思いますが、今ないのかといわれると実証的な問題であって、ある種理論的な話で

ないと思うのです。 

 そういうところからオーバーシュートの懸念も出てくるのかなというところだと思うの

で、ここは理論の話と実際どうなのだというところが確認される必要がある点とギャップ

を埋めなければいけないというところは１つあるのだと思います。 

 １．と論点の３つ目では需給逼迫時のインバランスの話というのは、多分セットで考え

られるべき話なのかなと思っていて、３．の需給逼迫も若干検証しなければいけないのは、

直線でキンクしている形が本当にきれいにうまくいくのかというのが極めて人工的なので、

動かしてみたときどうなのだというのは若干怖いところがあります。 

 そういうところを考えてみると、将来タイムリーな価格情報の公表は、ある種重要な論

点ではあるのですけれども、ここで書かれている内容どおりにすぐ行くかどうかというの

はわからないので、先ほど草薙委員がスモールスタートといいましたが、実証実験みたい

なことをちょっとやってみて、ここの前提が本当に合っているのかどうかということを確

認しながら、時間的な猶予の中で事業者もこなれていくというところからスタートされた

ほうが、いきなりドンと制度を入れるよりも、インバランスが重要なだけにいいのかなと

いう感じをもちました。 

 以上です。ありがとうございました。 

○稲垣座長  ありがとうございます。方法論についてまでのご示唆がありました。 

 新川委員、お願いいたします。 

○新川委員  今回示された方向性の中のインバランス料金を調整力のキロワット価格を

基本として、需給逼迫とか特殊な事情があるときには、一定の水準に加えた額にするとい

った考え方も特別異存ありません。 

 19ページでまとめておられる考え方の流れというのも、このほうが現在の個々のバラン
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シンググループが数を合わせていて、全体がみえない、情報化されていないからわからな

いという状態よりも、トータルのインバランスが減るということは確実なのであれば、こ

ういった形に制度を変えるということも特段異存はないです。 

 ただ、先ほどほかの委員からもお話が出ておられるとおり、みんながうまく市場原理を

使ってトータルのインバランスを減らすという結果が本当に確実にもたらせるのかどうか

というところは、私も理論どおり動くのかなという懸念はあるところで、もしそうならな

かったときというのは、今せっかく送配電がもっている予備力を適正水準に減らそうとい

う話をしてきたところは、たくさんバックアップしなければいけないということが起こっ

てしまって、議論してきたことと逆行しますので、そういったことにならないような形に

次の新しい制度にシフトしていくということが必要なのではないかと思いました。 

 私がご質問したかったのが、今回やろうとしていることが今の制度と変わらず、むしろ

今の制度をさらに適正に運営するための措置だという部分なのです。したがって、基本的

には法令を変える必要もないし、一般送配電事業者が今使っておられる託送の約款も変え

る必要もないし、広域さんの送配電等の業務指針も変える必要がないということだと思っ

たのですが、この資料だけ読むと同じなのかどうかというのはよくわからないところがあ

るので、ご質問させていただきたいと思います。 

 具体的には、例えば何ヵ所か出てきますけれども、30ページとか太陽光発電のときの打

ち消すＢＧの動きとあるところをみると、左側の２つ目に需要ＢＧがインバランス料金の

高騰を予測して、これが高くなるだろうという予測で、あえて結果的に余剰インバランス

を出す方向に動くという行為というのは、全体のインバランスを減らすことに貢献するか

らよいのだと書いておられると思うのですが、ここでいっている余剰のインバランスをあ

えて出しにいくというのは、当該需要ＢＧが自分がもっている計画値というのがあると思

うのです。需要計画、調達計画というのがあると思うのですが、そこの中の数を合わせる

ためだけにこれをやるのか、それともそれを超えて自分たちの需要計画、調達計画の数字

を合わせるということを超えてあえて余剰を出すとか、不足を出すことによって、プロフ

ィットをとるために動くということもよいといっているのか、そこがわからなかったので、

そこを確認させていただきたいと思いました。 

 仮に後者、自分自身の計画値を合わせるための、例えばその前のページにある棒グラフ

が並んでいるものをみると、真ん中のところで当日の天気が悪いから、調達計画をあえて

ふやして、そのときは需要計画もあわせて修正するのですか。というように書いてあるか
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ら、それは自分の中のものを合わせる方向で動いているだけの世界だと思うのですけれど

も、そうではなくて、そこのところを超えた行動ももし許すということだとすると、現在

の託送約款とか広域の指針においても、ＢＧの中の需要計画と調達計画を合わせましょう

という考え方が示されているので、そこで示された考え方は明らかに異なるのだと思いま

した。 

 もしそういう方向に動くということだったら、ルールをやはりきちんと変えていただき

たいと思って。そうでないと、ルールはこう書いてあるけれども、実態はこうやって運用

しているのですよと非常に不透明なことが起こって、海外の事業者とか我々もどうやって

制度を説明したらいいかわからないということになってしまいますので、制度がもしそう

いうことを意図するのであれば、文言を変えないと非常にわかりにくいのではないかと感

じた次第です。 

 また、仮に今のような行動を許すのであれば、そういった行動について何らかの規律を

設けなくてよいのかというのは疑問に思っている点でございまして、それは市場があるか

らみんな市場原理に従って動くから、特段の外部的な規律でなくたって予定調和を達成で

きるのだということかもしれないのですけれども、そのあたりどう考えていらっしゃるの

かなというのをご質問したいと思いました。 

 以上です。 

○稲垣座長  今のは法の思想に関する話ですから、例外的に誰もがいかんというものに

ついては規制するわけだけれども、そこに至る前の段階をどうするのということが必ず出

てくるので、そこは重大な問題なので、きちっと検討していく必要がありますし、市場に

対して行動予見ができるような情報提供をしていく必要があるでしょうね。特に検討をお

願いいたします。 

 谷口オブザーバー、ご退室の予定があるので、まずご発言いただきたいと思います。 

○谷口オブザーバー  ありがとうございます。本日お示しいただいたインバランス料金

見直しの方向性に対しては我々異論ございませんし、市場プレイヤーとしてきっちり対応

していかなければいけないと理解している次第でございます。 

 一方で、今回の特に３項、需給逼迫時におけるインバランス料金、この関係の中をみる

と、詳細設計次第で競争に対する影響はかなり変わってくるなということで懸念しており

まして、例えば56ページにありますような補正に適用する余力の設定、Ａ、Ｂの話だった

り、57ページの追加コストＣの設定の話、このあたりの設定次第でかなり競争にインパク
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トがあるのではないかと感じておりますので、そういう観点から前回も少し申し上げまし

たけれども、実際のデータを用いてしっかりシミュレーションをしていただいて、それの

インパクトはどの程度あるのか。これは、我々事業者がこういった同時同量義務を遵守し

ながら事業を行っていく上での予見可能性という観点からも、例えば先ほどの56ページの

話であれば、補正に適正な余力のＡ、Ｂの設定の３％をとる場合と５％をとる場合とかな

り差が生じるというように感覚的に思っておりますので、これが本当にどの程度のインパ

クトにつながるのかというあたりをお示しいただいて、その上で詳細設計を進めていただ

きたいというお話と、もう１つはこういった市場原理を適用する中で、そこから生まれた

発電事業者の利益が小売の競争に適用されるというところに対する内部補助の防止の仕組

みであったり、先ほどの新川先生との関係もありますけれども、市場監視の仕組みといっ

たところをしっかり整備していただいて、改めて小売プレイヤーの同時同量義務遵守に対

する責務とこういった市場競争の参入障壁の観点から評価をいただいて、これを進めてい

ただくことを要望いたします。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。それでは、松村委員、お願いいたします。 

○松村委員  今回の事務局の資料は、細かいことも含めて、非常に基本的なことで、前

回提案されたことをより詳しく説明したと理解している。前回は、これによって今までと

発想を大きく変える、制度を変える提案と誤認している人が続出して、そうではないこと

を懇切丁寧に説明したものだと私は思っている。 

 したがって、これはこういうことをしてもいいよと、今までだめだったものを解禁する

提案ではなく、今までだって別に問題なかったわけで、基本的な考えは今までどおり、そ

れを合理化するということだと思います。 

 その上で、これは系統全体が大きな不足を出しているときに、どこかの事業者、ＢＧが

余剰を出すことを、計画値から外れているのだから、強いパニッシュメントを与えて抑制

すべきなのか、そんなことは必要ないのかということを議論しているのであって、不足し

ているときには積極的に余剰インバランスを出してくださいといっている資料ではそもそ

もなく、それを強くパニッシュする必要があるのですか。むしろいい方向に行くというこ

とだってあるではないですかという発想。事業者はそれでもリスクを負うわけです。実際

にはどうなるのかわからないのだからリスクを負うわけで、本当はインバランスを出さな

いのが一番リスクの小さな状態なのだけれども、そのような需給が逼迫しているときに、
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絶対に余剰を出さないように厳しくコントロールする強いインセンティブを与えるべきな

のか、そんなときに少し出ることになったとしても、大きな損失を負わなくても済むよう

な制度にするのかという発想だと私は思っています。 

 しつこいようですが、これは積極的に余剰を出すことを推奨する制度ではなく、それを

積極的に抑制する必要が無いということで、現行でもそうなっていると思っています。現

行の供給力確保義務でも、それは全体がすごく不足しているときに少し余剰を出している

人に対して、計画値を守っていないではないかなどということを監視することは基本的に

やっていないと思っているし、やっていないことが今の文言と矛盾しているとも私は思っ

ていないので、だから文言を変える必要があるという意見には、私は同意しかねます。 

 次に、具体的な内容に関してです。スライド35で、インバランスはここだと。時間内変

動というのはここだと。インバランス料金は緑のところという整理は前回も出てきていて、

今回も改めて出していただいたのだと思います。 

 今回の整理は、この緑のところに対応するコストとして何が一番適正なのかという方向

で進んできていると思います。それは合理的な考え方の１つだと思いますが、時間内変動

のところは、本当に限界費用と関係ないとはいえないと、前回もいったことを繰り返して

申しわけないのですけれども、インバランスが大きかった結果として、そっちの対応に限

界費用の低いのがとられてしまって、時間内変動のところは高いのしか残っていなかった

ということだって当然あり得るわけですから、そっちのコストは本当に無関係だといい切

ってもいいのかは、必ずしも自明ではない。 

 ただ、今回の事務局のような整理は大きなメリットがある。時間内変動というので、例

えばエリアのものでしかできない、マーケットも事前の調達というレベルでしかないとい

うときに、そんなことはないと思いますが、送配電事業者がひょっとして非常に愚かな運

用をした結果として高いコストになったとすると、高いインバランス料金請求できてもう

かる制度はまずい。事業者のほうとしては、そんなことになったらとても不透明で困る。

ところが、この緑のところのものであれば、ずっとご指摘になっているとおり、広域調達

され、市場も整備されてくる。そうすると、価格が明確に出てくるので、安心してやれる

し、送配電事業者の巧拙によって価格が高騰してしまう可能性がはるかに低い。透明なと

ころに集中できるという点では大きなメリットがあると思います。 

 したがって、事務局からの提案はもっともだと思うので支持しますが、ここで考えなけ

ればいけないのは、ひょっとしたら過小なのかもしれないということ。この制度で出発し
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たら、インバランスの量が減らないどころかむしろ大きく増えてしまったなどという事態

が起こってきたら、もう一度考える余地はあるかと思います。これは唯一のものではなく、

１つの合理的な案として選択するという整理にすべきだと思います。 

 次に、スライド40ですが、このスライド40に限らず、資料の説明の仕方が不足インバラ

ンスのところしか念頭に置かれていないのではないのと心配になっている。もし余剰イン

バランスだとすると、高いほうとやったらめちゃくちゃになってしまう。その場合には高

いほうは「低いほう」ということだと思うのですけれども、誤認のないように書いておく

必要があると思います。 

 次に、この例で10円が正しいということは絶対なくて、したがってこの提案でも加重平

均の12円ちょっとというものなのか、14円なのかということ。時間内、この30分の中での

ばらつきは、インバランスとして30分以内で調整してくれればいいということを考えれば、

実際にそれぞれの時間帯でかかったマージナルコストは、加重平均と考えるのが自然。し

たがって、加重平均としてはどうかというのが事務局案だと思うのですが、それは合理的

だと思いますので支持します。 

 一方で、本当に厳しいときは後半の15分のところで、本当は後半の15分でインバランス

を出してほしくない。この図でいうと、インバランスが出るとすると、後半に集中的にイ

ンバランスが出るような格好、そのようなものはとてもありがたくなくて、実際にそうい

うことが出てくるのだとすると、高目の価格で抑制したい、恐らく系統事業者はそういう

と思いますし、それももうけようと思っていっているのではなく、安定供給を担う系統事

業者の心配としてはもっともで、気持ちはわかるのだが、理屈としては正しくないと思い

ます。後半の15分に集中してインバランスが出た結果として高くなっているのだとすると、

加重平均もこの14円のウエートがどんどん上がる格好になっているのだということを考え

れば、加重平均の考え方でおかしいことはないと思います。 

 次に、需給がすごく逼迫したときのコストの負担ですが、これに関しては理論的にこれ

が正しいと出すのは極めて難しいので、ここの提案もある意味で、えいやというと変なの

ですけれども、需給がすごく逼迫しているようなときにしょっちゅうインバランスが出て

いるとすると、ほかの対策費がかさむ。そのコストは原因者負担、という考え方はいいと

して、どれがいいかは明確にはいえない。 

 そうすると、先ほどのスモールスタートという発想は、ここでいえば案２というか低く

出るほうで始めて、これでは需給が逼迫しているときのインバランスを出さないというイ
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ンセンティブに全く役に立たなくて、ここのインバランスが相当出てしまう。その結果と

して、系統事業者の調達しなければいけない調整力は全然減らないということになったと

すれば、唯一の正しいものとして採用したのではないのだから、調整して変えるという発

想があってしかるべきだと思います。 

 とりあえずどんなやり方をやるとしても、えいやとこれでやってみるということにすぎ

なくて、問題があれば直ちに柔軟に変えることが重要だと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。念のため新川委員に先ほどのご発言の趣旨をも

う一度確認したいのですけれども、私の受けとめなのですが、松村委員の先ほどの指摘と

矛盾するものではなくて、今回の提案がインバランスを解消するという結果でさえあれば、

その動機は問わないという監視の考え方をとるのかと。その点については鮮明にしたほう

がいいぞというご趣旨であったと受けとめているのだけれども、どうなのですか。 

○新川委員  まず、松村先生もおっしゃった供給力確保義務という法律上の２条でした

っけ、法令にかかっている義務は直接この問題には余り関係ないと思っていて、もちろん

あの条文はこの問題と関係なく、あの条文を文言上読んだときの意味と現在この条項が意

味すると理解されている内容がずれている気はするので、法令と関係なくまた考えなけれ

ばいけないのではないかと思っておりますので、特に供給力確保義務の問題とは特段関係

なく、あれはよほどのあれですよね。ガイドラインというか通達のほうでどういったとき

に実際に第２項のほうでサンクションを課すのかも書かれているので、それはそれでいい

のではないですかと思っています。 

 私が申し上げたのは単純で、広域さんのルールだとか託送の供給約款とかに書いてある

文言だけ読むと、ここで示されている考え方と必ずしも一致しない部分があるように思え

るので、そこは改定されないのですかというのがご質問なのです。 

○佐藤オブザーバー  そこに関しては、まさに先生がおっしゃったものは余剰のほうな

ので違うといえば違うのですが、まず不足のところで指導したことがあるのですが、不足

する場合、まず法律上は正当な理由のときというのは、供給力確保義務を満たさなくてよ

くなっているので、どう考えるかがあるのですが、先生がおっしゃるとおり、広域機関の

ものというのは正当な理由のところはｼﾞｭｸとなっていなくて、まずあらゆる場合に供給力

を確保しなければいけないと。 

 何でこれをいっているかというと、とはいっても全体で余剰が出ているところまでは指
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導するのかという議論は相当あって、そこは相当考えて、全体で余剰があるようなときと

いうのはむしろ外して、そうでないところでも全く買っていないではないかという指導を

やりました。そういう意味では恐らく正確な計画をつくれと書いてありますが、不足のと

きは少なくとも完全に正確な計画をつくらなくても、今のことを逆に考えると、指導する

ということはないと思います。 

○新川委員  関連して申し上げると、こういった規程類というのは、行為規範と評価規

範と２つの側面があるわけで、どういうときに指導するとか、サンクションだとか、措置

をとるかというのは、評価規範で事後的に何か起こったときにいつやるかという話です。

そういう意味では今おっしゃったようなよっぽどのときしかやりませんというのでいいと

思うのですが、ルールには行為規範という面もあるわけで、どういったルールに従ってみ

んなが動かなければいけないのか。例えば東証のルールだって適時開示とかいろいろなル

ールが上場規則の中に入っているわけですけれども、サンクションというのは上場廃止と

か氏名の公表なので、よほどのときしかサンクションはないものの、行為規範のルールと

しては上場株式会社は基本的には守って動いているわけです。そういう意味では行為規則

も同等の意味を実務上もっていると私は思っているので、そこにおける行為規範は何なの

かというのをもっと明確にしたほうがよろしいのではないかというポイントです。 

 だから、評価規範として事後的にアクションを起こすときが、おっしゃったケースに限

られているというのは、それはそれでいいのではないでしょうか。 

○稲垣座長  この議論については、詳細になってしまったので、発言の趣旨が明らかに

なればいいと思いますので、移っていきたいと思います。國松オブザーバー、お願いいた

します。 

○國松オブザーバー  ありがとうございます。いろいろ私どもとしても要望していまし

た翌日計画とかゲートクローズとかおまとめいただきながら、そのずれがインバランスで

あると。そのインバランスのずれをどうしていくのかという議論だと思っております。 

 インバランスの議論とは直接関係ないのですが、おまとめいただきましたので一言申し

上げておきたいのが、前日につくる翌日計画というのは何なのか。その部分の定義ってあ

りそうでないのだと思っています。ゲートクローズまでにつくればいいのか、だとしたら

前日の計画って何なのかという部分だと思うのですけれども、前日につくる翌日計画とい

うものが、ここでしっかりと供給力を確保しなければいけないというものと、明確な定義

がないように考えておりますので、このあたりはまたいろいろなところで議論いただけれ
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ばと思います。 

 また、供給力確保義務に関してでございますけれども、価格が高くなったときというの

は、確保したくても確保できない事業者が存在する。こういったときの考え方というのは

どうあるべきなのかというところですが、法令の読み方として小売電気事業者は供給力を

確保しなければならない、事業家の需要を抑えていいのかです。自分が確保した量が少な

かったときに、小売電気事業者は需要家に対して使わないでくれというお願いをしっかり

する責があるのか、それとも需要家の期待に応えて確保できなければだめなのか。今後、

系統事業者のＤＲだけではなくて小売電気事業者のＤＲを考えたときに、小売電気事業者

の供給量確保は何を思って考えるのか、需要のほうを抑制に行くというのも手段の１つで

ありますし、特に価格高騰時においては、その努力をしなければ確保できないということ

があるのではないかなと思います。そういった視点も法解釈の中でどう読まれるのか明確

にしたほうが、小売電気事業者にとってもいろいろ活動しやすくなるのではないかと思い

ます。 

 また、先ほど来あります個々のあるＢＧがインバランスを出しても、全体がバランスす

ればいいというのは、それが成り立つ市場調達において先ほど佐藤事務局長からもありま

したけれども、通常時に買っていないのをみつけるというのではいいのですが、公平性と

いうかほかの人がやってくれたから自分はやらなくていいということにつながるのではな

いかと思って、微少な部分を問わないというのはもちろんそうだと思っています。ただ、

全体としてやはり個のＢＧで計画値に対して合わせていくというのが、市場取引における

平等性からもいいのではないかと思います。特に通常時において自分の供給力というか需

要に対して、しっかり向かい合う事業者とそうでない事業者がいるように思います。特に

しっかり向き合わない事業者のほうが得をするようなことになってはいけないのかなと思

っております。 

 また、本日の議論の中では、調整力の価格に応じたものというところですが、一番最初

のページにございましたとおり、前回の議論でもありましたが、市場価格との調整をかけ

るというところ、市場価格の下打ちというのは必ず入れなければ、調整力のほうがもちろ

ん市場価格よりも下回ってしまう。調整力のほうが安い場合というのは多々起こるのかな

と思っておりまして、それが起こる市場がいい市場なのかどうかはわかりかねますが、起

こるだろうと予測しているということですが、そこの部分の下打ちというのはしっかりと

議論していく必要があるのかなと思います。 
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 あと需給逼迫時に上げるというのは、海外の事例等においてもしっかりある部分でござ

いますのでいいですが、余剰時に関して現在入れていただきました太陽光の市場抑制、再

生可能エネルギーの市場抑制のときの余剰のゼロ円の仕組みというのが引き継がれていく

ものなのか、それともさらにマイナスをかけていくものなのか等々、またご議論があるも

のと認識しております。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。それでは、佐藤オブザーバー、お願いいたしま

す。 

○佐藤オブザーバー  まず、基本的な考え方なのですけれども、私は松村先生が前回お

っしゃったものに尽きていると思って、それは４ページに出ていることで最後のところで、

きょうも幾つかありましたが、供給力確保義務というのはまさしく先生が前おっしゃった

ように、不足インバランスを恒常的に出し続けるとか、あと本当に逼迫時に全く買わない

ようなときに指導して、インバランス料金が合理的になったら、逼迫時に出ても経済的に

負担が大きくなるから、とにかく指導も何もしなくても買うという制度にしていただきた

いということであります。 

 その観点からは、下村室長が基本政策小委員会で決めていただいたように、不足時は一

番高いマーケットプライスにするということで基本的には大丈夫だと思いますが、今回と

か前回の提案というのは、それをさらに精緻化するということだと思います。ということ

で相当なくなると思いますが、より今回のような提案をしていただくということで、この

前先生がおっしゃったような理想になって、指導するということがそもそも経済的インセ

ンティブがなくなるので、全くならなくなるという制度にぜひしていただきたいと思いま

す。 

 その意味で、細かいところを申し上げますと、40ページは先ほど大橋先生がほとんどい

いたいことをいっていただいたということであります。 

 それと、今のところと関係して重要なところは、46スライドのところで、今市場で逼迫

時は一番高い値段と話をしましたが、例えば市場が停止した場合どうなるかということで、

46スライドのところで市場取引の停止などにおいても同様の考え方を適用するのが合理的

と考えられるとありますので、原則この後に出てくるような考え方というのを市場取引停

止時にこそ適用していただきたいと強く求めるものであります。 

 ただ、この資料で正しくいっていますように、インバランス料金というのが適正化され
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ることになると、そう簡単に市場がとまらないのではないかという気もします。つまり、

さっきの國松さんの話ではないですけれども、どんどんＤＲも出てくるわけですし、供給

調達？命令とかいろいろなことをＴＳＯとかうちからやらなくても、どっちにするかわか

りませんが、何百円ということになると相当自家発電も出てくるので、これまでよりもは

るかに市場取引停止はずっと引っ張られるというか、再開もかなり早い段階でできるとい

う意味でも、トランスペアレンシーのためにもぜひやるべきではないかと思います。 

 次かなり重要な話をさせていただきますが、何人かの先生から広域調達、広域運用が始

まるが、スモールスタートでやるべきではないかというお話がありました。ただ、そこな

のですが、鍋島室長がいらっしゃるので補足があればいっていただきたいのですが、確か

に広域運用とか調達というのは相当難しいので、システムも大変なので、最初は2020年度

から始める話だったのですが、相当議論した結果、21年度に１年おくらせてきちっと始め

ようということなので、むしろ始めるからには21年度から相当きちんとした広域運用、広

域調達をするということになりますので、そうなると不足した場合というのは今と相当変

わってくると思います。 

 つまり、今までは例えば60ヘルツだと全て中国電力地域の中で３％とか５％になるとか

１％になって、初めて困ったということになりますが、21年度以降は60ヘルツ全体、今で

いうと60ヘルツ全ての地域で３％を切るとか、１％を切るということなので、相当大変な

ときなので、全く違いますが、20年度から21年度に繰り下げてしっかりできると。ＴＳＯ

の方もそこはコミットしていただいたところなので、スモールもビッグもなくて、三次調

整力を一番使うようなところは21年度からやると決まっておりますので、そうなるときょ

う正しく事務局で出していただきましたように、広域運用するというところでこの数値は

幾らかということであります。 

 それで、ちなみに時間がなかったので非常に簡易なのですが、調べたところ、今まで融

通して３％切りそうだといったときは、50ヘルツ、60ヘルツとも全体としては６％強ある

くらいのときで、ある地域はエリアは３％となっておりました。ということなので、全体

ということになるとここに正しく書かれましたように、広域全体のところのパーセンテー

ジというのは今までと違うかもしれないというのはおっしゃるとおりかもしれなくて、そ

こは広域機関としても一緒に検討していきたいと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 
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 皆様にお願いしたいことがございます。３時半までの予定でおりまして、私のご案内が

不手際で申しわけありません。今ご発言要請のある方だけに限らせていただきまして、発

言については今後もこの議論は続きますので、端的にお願いできればと思います。 

 それでは、安藤委員、お願いいたします。 

○安藤委員  ありがとうございます。まず、前回にインバランス料金にペナルティー性

があると発言したのは誤解だということは理解しました。その上で18ページ目に現行のル

ールと基本変わっていないのだよと。インバランス料金の算定ルールを合理化するだけだ

というタイプのご説明があり、また松村委員からもこれまでもいろいろできることだった

というお話ではあるのですが、やはり私がまだ理解できないというか懸念をもっているの

は、結局合えばオーケーという考え方について、タイムリーな情報提供をすれば、皆が合

理的に動けば一致するだろうと。恒藤課長からのご説明の中にも、変な動き方をする人が

いたら、それが価格シグナルに反映されて、ほかの人が打ち消す方向に動くみたいなご発

言をされているわけです。 

 これを受けて松村委員は、これまでにもできたものであって変わっていないとおっしゃ

っているのですが、これまでも法律上とか制度上できたという話と、実際に人々がそうや

ってきたかというのは別問題だと思うのです。今回この資料の説明を聞いて、私も恐らく

誤解しているのでしょうし、またほかの方も誤解しているのかもしれませんが、これまで

できなかった、これまでと考え方が変わったようにやはり受け取っている人が少なからず

いるということは、この仕組みが導入されたときに、企業の担当者の方とかがどう行動す

るのかということが100％きれいな世界になるというようには余り予想できないと私は思

っています。 

 その観点から、例えば需給逼迫時について60ページで数値が入っていますが、小さ目の

数字からやって、それでうまくいかなかったら重くしようというご意見もありましたが、

どういう形でやるのか、仕組みが変わっていないといわれつつも、変わったと捉えてしま

う人たちが行動するという可能性があるということを踏まえて、安全な方向に数字を振っ

て最初は動かして、問題がなかったら軽くするという松村委員の提案と逆方向の動かし方

でというのもあるのではないかと個人的には考えております。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。松村委員、お願いいたします。 

○松村委員  まず、根本的に整理がよくわかっていない。座長がおっしゃったこともよ
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く理解していないのです。今回の事務局の提案は、どの断面であったとしても、計画値の

需要計画だとか発電計画が今まではちゃんとしろといっていたのだけれども、いいかげん

でいいですよといっているものではない。 

 もちろん計画値は当然ちゃんとしたものを出してもらわなければ困る。あくまでも今回

問題になっているのはゲートクローズ後の話なので、ゲートクローズ前の段階で予想され

ていることだったら、それを正しく出してくれないと困るし、その発想はここの資料が採

用される前だって後だって同じ。そこが変わっているわけじゃないし、そこでできるだけ

正しい需要計画とかを出してください、できるだけ正しい発電計画を出してください、そ

れはどの断面でも同じ。それを要請すること自体は、何も変わるものではないと思ってい

ます。 

 ただ、それの重要性がどれぐらい変わるのかというのは、ひょっとしたら変わってくる

のかもしれない。つまり、ここの改革の意図というのは、そういう格好で縛るのではなく、

より正確な額をもちろん出し、より正しく遵守するインセンティブを与えるようにすると

いうことが目的であって、そのためのインセンティブの与え方として、不足時に余剰を出

すのも、できるだけ抑えるインセンティブを与えるべきかどうかという単純なことをいっ

ているだけであって、計画値を出すというのが不正確でいい、いいかげんでいいと思想を

変えたものではないと私は思っています。だから、その点は今までと全く同じで、いいか

げんなものを出してもらったら困るというのは基本的に変わらないと思います。 

 次に、スライド60の議論は、私は今までと変わらないなどと一言もいったつもりはあり

ません。これは全く新しい制度です。今までなかった発想。つまり、不足時にすごくイン

バランスを出すと、単に限界費用だけでなく固定費用ベースでも社会的なコストが発生し

ているからこれも原因者が負担する。今まで入っていなかったものだけれども、これから

は入れていきましょうと。これは明らかに新しい提案です。 

 したがって、ここでいうスモールスタートというのは、今まで全くゼロだったのに対し

て、急にすごく大きなものになると、事業者としてもリスクがすごく大きくなるというこ

とがあり、ここが一定の大きさでないと十分なインセンティブでないかもしれないという

ことの綱引きでどうしようかという話をしています。そこでスモールスタートというのは、

今までゼロだったところから一挙に飛ぶのではなくて、少し控え目、可能性としてはこれ

ぐらいが適正と幅があるとすると、その下限のあたりから始めたらどうかというのがスモ

ールスタートの提言だと思っている。 
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 したがって、ここの部分について今までと変わらないということでは絶対なく、今まで

と明らかに違うものが入っているということを理解する必要があると思います。 

○稲垣座長  ありがとうございました。鍋島オブザーバー、お願いいたします。 

○鍋島オブザーバー  供給力確保義務につきまして議論がありましたので、エネ庁のほ

うから一言申し上げさせていただきます。 

 11ページに条文が掲載されておりますけれども、ここで供給能力確保義務が規定されて

おります。その中で２項でございますが、この中においても電気の使用者の利益を阻害し、

または阻害するおそれがあると認める場合においてこの確保命令を出すという条文になっ

ておりまして、条文上も実質的な電気の使用者の利益を何がしか考慮するということが想

定されているのではないかと考えております。 

 ということで、グリッド全体が余剰時のときに１つのＢＧが不足を出したときに、２項

の解釈上、それをどう判断するのかというときは、電気の使用者の利益を阻害しているか

どうかというところも関係してくるのではないかと思います。 

 ただ、その一方で処分の基準において、そういうグリッド全体の不足だとか何だという

ことは、余りつまびらかには書いてございません。背景としては、実質的な判断としては

そういうこともあるのかもしれませんが、ここではそういうことは触れていないわけです

けれども、もう１つの理由といたしまして、確かにグリッド全体の余剰があるときに１つ

のＢＧが不足を出すということは、究極的には利益を阻害しているということではないの

かもしれないけれども、今のルール上は正確な計画を出していただくということは、ルー

ルとして定めているわけでございまして、その一つ一つの個別の事業者がみずからの判断

で違う行動をとるということは、電気事業全体に影響を及ぼし得るものではないかと思い

ます。 

 なので、ルール上、自分の判断でどうしていいということは書いていないのではないか

と思いますが、そこから進んで供給能力確保命令を出すかどうかについては、実質的など

ういう影響があったかということも考慮することが法律上、想定されているのではないか

と考えております。 

○稲垣座長  ありがとうございました。それでは、林委員、お願いいたします。 

○林委員  どうもありがとうございます。私から大きく２点あるのですが、まず１つ目

が60ページに踏み込む話になるのですけれども、先ほどＯＣＣＴＯの佐藤理事からもあり

ましたが、システムをいろいろつくっていく中と2020年からいろいろシステムをすると、
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仕様とかいろいろなことをやる場合に、スモールスタートとか実証というのも非常に大事

だとは思っています。 

 ただ、一方でシステムの仕様設計とかいろいろなことを考えた場合に、ある程度具体的

なものを決めて、その範囲の中でやっていかないと、なかなか実装できないのではないか

ということは技術系とは危惧しております。 

 そういった中で、前回も松村委員からありましたが、方向性としては多分変わっていな

いという中で、値を出していかないと今度はだめだと。前回は値がなかったのですけれど

も、社会にこれだけ逼迫しているということを価格シグナルで出すかということで、先ほ

ど谷口オブザーバーからもありましたけれども、決め方は大事ではあるのですが、方向性

としては１～３％、下のほうの左側の端と３～５あると。また上は600から1,900あると思

うのです。 

 あと先ほど佐藤理事からありましたけれども、実際のネットワーク事業者がどのように

して、実際どういうエビデンスがエリアごとであったかというのは、エビデンスに基づい

てしっかり丁寧に議論しなければいけないと思っております。とはいっても、誰もやった

ことがないので過去の参考となる実績に近いもの、あるいはそこから推計できるものは何

かしらあるので、我々は初めてやる今回の取り組みにはそこしかないのではないかという

のは、私のエンジニアリング的なイメージの中の答えでございます。 

 特に値についてはいろいろとご議論があると思うのですけれども、そういうシステムと

かで実際実装していくことをちゃんと鑑みると、そういった意味でこういう委員会があっ

て皆様のご意見があると思いますので、方向性としては私もいいと思っています。 

 ２つ目なのですけれども、40ページの話があると思うのですが、これも経済の著名な先

生方から両方の話があったと思いまして、要は高いほうをとったほうがいいという話と、

間をとってもいいし、どちらもあり得るという話もあるとは思うのです。私も系統運用の

立ち位置としたら、結局しっかり価格シグナルで安定供給を確保したいという思いがあり

ます。そのための調整力ということだといいます。 

 ただ、これでどうするという話ではないのですけれども、事務局ではある意味加重平均

算出でいいという話もある。さっき松村委員からありましたけれども、時間ごとのマージ

ナルコストという意味で私もそれはそうだなと思っていますが、ここはもう一回少し丁寧

に議論をしてもいいのではないかと思います。 

 以上２点です。 
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○稲垣座長  皆さん、ありがとうございました。恒藤課長。 

○恒藤ネットワーク事業監視課長  さまざまなご意見ありがとうございます。基本的に

は今いただいた意見を踏まえまして、また次回に向けて検討を深めご議論いただきたいと

思っております。 

 大事なところで、今回の提案が計画値同時同量を変えるものなのかどうなのかというの

は、改めて繰り返しになりますけれども、変えるものではございませんで、今までどおり

合理的な予想をしていただくということを大前提でございまして、そういう観点では規定

類を変えるものではないと。合理的な予想はしていただくのが原則。 

 ただ、合理的な予想の中で、少し多目に予想するのか、あるいは少し少な目に予想する

のかというときに、最新の情報なりを判断していただきながら、また不足を仮に出したと

き、あるいは余剰を仮に出したときに、幾らの負担をしていただくのかということをより

合理的なものにすることによって、少し多目、少し少な目というのをしていただくことで、

全体がむしろ少しでも需給が合うような方向に動くというものが効果としてあるというこ

とでございます。一番大事なところだけコメントさせていただきました。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。それでは、きょうの議論を踏まえて、さらに検

討を進めることにしたいと思いますので、事務局においてはまた充実した準備をお願いい

たします。 

 それでは、申しわけありません。最後の議題でございます。調整力の公募調達結果等に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

○恒藤ネットワーク事業監視課長  資料の５でございます。時間もありませんので、簡

単にご説明いたします。2019年度向けの調整力の公募調達の結果についてご報告をいたし

ます。 

 飛んでいただいて、４ページが今回調達されました区分とスペックが書いてございます。

４ページの下にある内容が今回から少し改善した内容でございまして、最低容量の引き下

げですとか、ＤＲについて需要家が重複した場合の対応などについて改善を行っていると

いうことでございます。 

 ５ページが各エリアにおいて募集された量でございます。電源Ⅰ´、関西電力において

今回かなり量が拡大してございます。６ページが電源ⅠとⅠ－ａとⅠ－ｂの公募結果でご

ざいますが、昨年と同様、旧一般電気事業者以外からの応札は非常に限定的なものであっ
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たという結果でございます。それから、落札の平均価格は幾つか上昇した結果もございま

したが、全国平均では下落をしたということでございました。 

 続きまして、飛んで８ページが電源Ⅰ´の結果でございます。Ⅰ´については、旧一般

電気事業者以外からの応札、落札は減少してございます。それから、ＤＲを活用するもの

も件数はふえたものの、要領は前回よりも約１割減ったという結果でございました。 

 それから、続いて10ページでございます。電源Ⅱでございますが、こちらについても旧

一般電気事業者以外からの応募は限定的という状況でございます。それから、電源Ⅱ´に

ついては、今のところ応募はございません。 

 飛んでいただいて、15ページでございます。今回の公募において、旧一般電気事業者が

どのような考え方で応札したかについて質問し、回答を得てございます。 

 電源Ⅰの選定の考え方については、キロワットアワー価格が高く、小売部門として利用

頻度が低いとい考えられるものから入札したとの回答でございました。これについては、

特に問題になる点はないと私どもとしては考えてございます。 

 それから、キロワット価格の設定の考え方については、固定費に事業報酬相当額を乗せ

て算定しているという回答でございました。これについても特に問題があるとまではいえ

ないものと考えてございます。 

 16ページは今のまとめでございます。 

 17ページでございますが、今後の取り組みといたしまして、今申し上げましたとおり、

旧一電以外からの応札が少なかったということ、それからＤＲを使ったものの件数も残念

ながら減少したということしの結果を踏まえまして、ヒアリング等によりまして要因を分

析し、次回に向けて少しでも参入がふえるよう何ができるか、引き続き検討していきたい

と考えてございます。 

 もう一点ございました。18ページに参考でございますが、先ほどにもありましたが、調

整力の広域運用でございますが、本年度から一部北海道、沖縄を除く８社において先行的

な取り組みが始められてございます。参考資料で詳細のご説明をいただいてございますが、

当方からの要請も踏まえまして、各社で取り組みを進めていただいているというものでご

ざいまして、既に実績も出ているということだと聞いてございます。お時間があるときに

参考資料１をみていただければと存じます。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。何かご質問ございますでしょうか。 
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 それでは、ありがとうございました。本件についてもまたあわせて事務局でより一層準

備をお願いいたします。 

 本日予定していた議事は以上でございます。次回会合については、追って委員会事務局

からご連絡申し上げます。 

 本日は長時間ありがとうございました。それでは、37回制度設計専門会合はこれで終了

いたします。 

 

                                 ――了――   

 




